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【公表番号】特表2019-521260(P2019-521260A)
【公表日】令和1年7月25日(2019.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-030
【出願番号】特願2018-567865(P2018-567865)
【国際特許分類】
   Ｄ０１Ｆ   6/62     (2006.01)
   Ｄ０１Ｄ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０１Ｆ    6/62     ３０５Ａ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月17日(2020.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ乳酸細長体を作製するプロセスであって、
　ａ）溶媒中、少なくとも４ｄＬ／ｇの固有粘度（ＩＶ、２５℃でクロロホルム中で測定
）を有するポリ乳酸（ＰＬＡ）の溶液を作製する工程であって、前記溶液は、溶液の総質
量当たりのＰＬＡの質量として表される５～５０質量％の濃度Ｃｐを有する工程と、
　ｂ）少なくとも１つの紡糸孔を含む紡糸プレートを通して前記溶液を紡糸して流体細長
体を形成する工程と、
　ｃ）場合により延伸比ＤＲｆｌｕｉｄを前記流体細長体に適用する工程と、
　ｄ）前記流体細長体を冷却媒体と接触させて溶媒含有ゲル細長体を形成する工程と、
　ｅ）前記ゲル細長体から前記溶媒を少なくとも部分的に除去して、固体の細長体を形成
する工程と、
　ｆ）少なくとも２の延伸比（ＤＲＳｏｌｉｄ）を適用しながら、工程ｅ）の前、その間
、及び／又はその後に、少なくとも１つの工程で細長体を延伸してＰＬＡ細長体を形成す
る工程と、
　を含むプロセスにおいて、工程ｄ）において、前記冷却媒体は、０℃未満の温度Ｔｑを
有することを特徴とする、プロセス。
【請求項２】
　Ｔｑは、－５℃未満である、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
【数１】

であり、Ｔ０は、少なくとも２０℃である、請求項１に記載のプロセス。
【請求項４】
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　前記ポリ乳酸は、５～１５ｄＬ／ｇの範囲の固有粘度を有する、請求項１～３のいずれ
か一項に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記ポリ乳酸は、少なくとも９０モル％のＬ－乳酸に由来するモノマー単位を含む、請
求項１～４のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項６】
　前記細長体の総延伸比（ＤＲｔｏｔａｌ）は、少なくとも５であり、ＤＲｔｏｔａｌ＝
ＤＲｆｌｕｉｄ×ＤＲＳｏｌｉｄである、請求項１～５のいずれか一項に記載のプロセス
。
【請求項７】
　前記ＰＬＡ溶液は、６～４０質量％の濃度ｃｐを有する、請求項１～６のいずれか一項
に記載のプロセス。
【請求項８】
　前記冷却媒体は、流体である、請求項１～７のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項９】
　前記冷却媒体は、１～２の９０～１９０℃の温度で測定された限界活量係数を有する、
請求項１～８のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のプロセスにより得ることのできるゲル紡糸ポリ乳
酸細長体。
【請求項１１】
　ゲル紡糸ポリ乳酸細長体であって、前記細長体は、５－１５ｄｌ／ｇの範囲のＩＶを有
するＰＬＡを含み、Ｔｅｎ≧ｆ１

＊ＩＶであるＮ／ｔｅｘでのＩＳＯ５０７９に従って測
定された靱性（Ｔｅｎ）を有し、係数ｆ１は、０．１５０である、ゲル紡糸ポリ乳酸細長
体。
【請求項１２】
　ゲル紡糸ポリ乳酸細長体であって、前記細長体は、５～１５ｄｌ／ｇの範囲のＩＶを有
するＰＬＡを含み、Ｔｅｎ≧ｆ２

＊ｔ－０．３であるＩＳＯ５０７９に従って測定された
Ｎ／ｔｅｘ（Ｔｅｎ）での靭性及びｔｅｘ（ｔ）でのフィラメント力価を有し、係数ｆ２

は１．４０Ｎ．ｔｅｘ－０．７である、ゲル紡糸ポリ乳酸細長体。
【請求項１３】
　前記細長体は、ＩＳＯ５０７９に従って測定される、少なくとも１０％の破断伸びを有
する、請求項１１又は１２に記載のゲル紡糸ポリ乳酸細長体。
【請求項１４】
　前記細長体は、フィラメント、繊維、ストラップ、ストリップ、テープ、フィルム、又
はチューブである、請求項１１～１３のいずれか一項に記載のゲル紡糸ポリ乳酸細長体。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか一項に記載のゲル紡糸ポリ乳酸細長体を含む物品。
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